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 収集運搬業務における基本的な指示事項  
 

 

収集運搬業務における基本的な指示については、下記のとおりとする。 

⑴ 収集は、収集日の原則午前８時３０分から開始し、作業はできるだけ迅速に行 

うものとする。 

⑵ 収集ルートは、市が作成した収集ルートを原則守ること。 

⑶ 収集した資源物を他の車両に積み替えることは、市民から不要な誤解を招く原 

因となるので行わないこと（積替行為の禁止）。 

⑷ 収集するステーション及びその周囲が汚れているときは清掃をすること。 

⑸ 資源物の飛散を防ぐため、塵芥車のホッパドアや資源物投入口の扉を開けたま 

ま走行しないこと。 

⑹ 収集作業中は、周囲の人や車の安全等を妨げることが無いよう留意すること。 

⑺ 収集作業は、進行方向左側のステーションを収集する（一方通行の道路は除く） 

こととし、効率を重視するあまり交通の往来を妨げるような収集作業はしないこと。 

⑻ 一方通行等の道路については、後続車両に迷惑がかからないよう注意し、安全に配

慮して収集すること。 

⑼ ルール違反の資源物が排出された場合は、啓発シールに違反ごみの内容を記入し、

排出されている袋等に貼付して、啓発すること。 

⑽ 各自治会等が、啓発シールが貼付された排出物を分別・是正し、啓発シールに×印を

つけたもの、もしくは、違反ごみ処理袋に移しかえたものは、確認後収集すること。 

⑾ 資源物の搬入施設においては、施設職員の指示に従うこと。 

⑿ 作業に際しては服装・言葉づかい・態度等において市民の信頼を損なわないように

し、市民への奉仕を心がけること。 

⒀ 車両をびん・缶の収集車として使用した後に、ペットボトル・プラスチック製容器包

装の収集車として使用するときは、荷台の中はガラスの破片等が残らないように十分

洗車すること。 

⒁ 鍵が付いているステーションは、収集後は施錠すること。 

⒂ 収集作業は、延岡市資源物収集運搬等業務委託仕様書に基づき実施すること。 

 

 

 

 

 

 



 

鍵式設置等のステーション一覧の情報には個人名が含まれるものがあるため、 
公告版においてはステーション数のみ表記する。 

 
鍵式設置等ステーション数（令和７年 10 月末現在） 

鍵式設置 45 箇所 

ダイヤル式設置 42 箇所 

押しボタン式設置 ０箇所 

 

  



 

 延岡リサイクルセンターへの進入・退出ルートの指示  

○受託者は、延岡リサイクルセンターへの進入・退出ルートを厳守すること。 

進入ルート 

一般廃棄物中間処理施設 

リサイクルセンター 

退出ルート 


